
釜石市立甲子中学校いじめ防止基本方針 

釜石市立甲子中学校 

本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、学校教育目標「自ら学び 心豊かで思いやりのある た

くましい生徒」の実現に向け、いじめを生まない環境を築くこと、全ての生徒が安心して学校生活を送

ることができることを目的に策定した。また、全教職員がいじめの問題に対する知見と感性を高め、組

織的にいじめの未然防止、早期発見、早期対応することができるよう具体的に示したものである。 

 

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方 

（１）いじめの定義（いじめ防止対策推進法 第 1章 総則第 2条第 1項） 

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている

ものをいう。 

（２）いじめの禁止 

生徒は、学校の内外を問わず、いじめを行ってはならない。 

（３）学校及び教職員の責務 

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、

保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、

いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。 

（４）保護者の責務 

   保護者（ＰＴＡ）は保護する生徒がいじめを行うことのないよう、規範意識を養うための指導を

行うよう努める。また、学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努める。 

 

２ いじめの未然防止のための取り組み 

（１）取り組みの具体 

①学級や学年、学校が生徒の心の居場所となるよう配慮し、安心・安全な学校生活を保障するとと

もに、生徒一人ひとりが自己有用感や自尊感情を育むための教育活動を推進する。 

②生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を築くため、道徳教育及び体験活動等の充

実を図る。 

③保護者、地域住民およびその他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的

に行う生徒会活動に対する支援を行う。 

④学期に１回いじめアンケートを実施する。被害者救済を第一義とするが、アンケートを通して、

何気ない言動が加害につながっていないか自己を振り返る観点を持つよう指導する。 

⑤学年や全校に向けた情報モラル学習を実施し、ネット上でのいじめ防止につなげる。 

⑥いじめにつながる兆候をとらえたり、各学級・各学年・学校の実態に応じたりして、適宜必要な

いじめ防止の指導や取り組みを講じ、実施する。 

（２）いじめ防止等の対策のための組織 

  いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。 

① 構成員 

校長、副校長、生徒指導主事、各学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、 

スクールカウンセラー 

② 取り組み内容 

アンケート調査並びに教育相談に関すること。いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問

題に関する生徒の理解を深めること。いじめ事案に対する対応に関すること。 

  ③開催時期 

いじめ事案発生時は緊急開催とする。通常は、隔週での支援会議において情報共有を行う。ま 

た、いじめアンケート実施後は、聞き取り後速やかに実施する。 

（３）教職員の意識 

①全職員で子どもを育てるという意識を持ち、学級担任が一人で抱え込むことなく、直ちに相談・



報告をする。また、互いにフォローする体制や同僚性を大切にする。 

②職員室での生徒に関する日常の会話を大切にし、情報を教職員間で常に共有するよう努める。 

③いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する

職員の資質向上を図る。 

 

３ いじめの早期発見のための取り組み 

 ①日常的な生徒の活動の様子や言動をよく観察し、その変化に注視する。 

②生活記録ノート等、生徒の記述やつぶやきをとらえ、生徒の心の変化や悩みを把握する。 

 ③生徒を対象としたアンケートを実施する（生活アンケート年２回、いじめアンケート年３回） 

 ④保護者を対象としたアンケートを実施する（年１回 ３学期） 

 ⑤全生徒を対象とした教育相談週間を設定する。（年２回） 

 ⑥生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。 

 

４ いじめ問題に対する早期対応 

①いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。 

②いじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、速やかに「いじめ対策委員会」を開催し、校

長以下すべての教職員の共通理解のもと、役割分担をして問題の解決にあたる。 

③いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受け

た生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に

行う。 

④いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護

者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。 

⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署と連携して対処

する。 

 

５ 重大事態への対処（重大事案の「疑い」が生じた段階で対処すること） 

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがある場合は以下の対処を行う。 

  ①重大事態が発生した場合、速やかに学校の設置者（当該教育委員会）に報告する。 

  ②当該教育委員会と協議した上、当該事案に対処する組織を設置する。 

 ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

 ④上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を

適切に提供する。 

 ⑤重大事態が犯罪として取り扱われるべきいじめであることが明らかであり学校のみでは対応し

きれない場合には、警察に相談・通報して対応する。 

 

６ いじめの解消 

  いじめは単なる謝罪を持って解消とせず、少なくとも、被害者本人が心身の苦痛を感じていないこ

と、いじめが止んでいる状態が３ヶ月以上継続していることの２つの要件を満たしている必要がある。

また、解消後も日常的に注意深く観察を行い、継続支援・指導をする。 

 

７ 学校評価 

 いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の２点を学校評価の項目に加え、適正

に自校の取り組みを評価する。（３学期） 

①いじめの未然防止にかかわる取り組みに関すること。 

②いじめの早期発見にかかわる取り組みに関すること。 

 

８ その他 

 いじめの防止に関する基本方針が適切に機能しているか定期的に点検を行い、必要に応じて見直し

を行うものとする。（令和７年４月１日見直し） 

 


